
はじめに
住民の中で65才以上の高齢者の占める割

合が50％を超えた地域を、限界集落と呼び、
平成６年の国土交通省の調査報告によれ
ば、全国にはそれが7878 ヶ所存在してい
るとのこと（一都道府県あたり平均167集
落存在）。この地域の人口の高齢化、少子
化による極度の人口過疎化集落の苦悩は、
今日各方面の話題となっており、これへの
対応策が急務とされている。この問題は各
地の伝統文化のひとつである神楽などの民
俗芸能の今後の維持継承にも影を落として
いる。

神楽は全国各地の神社で神職関係者を中
心として行われて来ている場合が多いが、
その維持組織は比較的に堅固であり、また
その舞いぶりや音楽などの芸態には確乎と
した様式があって、しかも技芸の錬磨が重
ねられている。そんなことからこれまでは、
神楽の衰退変容の話はあまり人々の口の端
にのぼらないで来た感がある。しかしなが
ら人口が過疎化している地域、ことに限界
集落状況に陥っている所では神楽は少なか
らぬダメージをうけているのである。ちな
みに、平成９年度に公益財団法人伝統文化
活性化国民協会が、全国の神楽団体（国ま
たは、都道府県から無形民俗文化財として
指定・選択された神楽）に対して行ったア
ンケート調査で、回答のあった337件の神
楽団体の集計結果によると、（１）全体の

68.5％が無形民俗文化財に選ばれて以降、
伝承状況がなんらかの形で悪化していると
答えていた。また若年層の後継者がいない
と答えた団体が19.7％もあり、これまた将
来の神楽の伝承に不安をいだかせる数字で
ある。

上記数字は全国の平均値であって、伝承
がかならずしもうまく行ってない地域の神
楽ばかりではないが、反対に極度に人口が
過疎化している集落の神楽には、本当に今
や正念場を迎えていて、目下伝承のために
苦闘している例が各地にみられる。それへ
の行政サイドの対応策も、従来の文化財保
護行政の施策ばかりではなく、このところ
は地域振興という観点からの施策も出始め
てきた。そういったことを、秋田県由利本
荘市の鳥海地区本海番楽獅子舞の場合を主
たる事例として、平成22年度に行った現地
調査や収集した資料をもとに実状を紹介
し、近々 20年ほどの平成以降の今日にお
ける、神楽の歴史動態を描き出したいと思
う。

１，過疎地の神楽の衰退
まず、秋田県由利本荘市鳥海地区の本海

流番楽獅子舞の13集落の伝承状況悪化の事
例から述べる。当初13団体全部についての
実情把握をめざしたが、下百宅番楽講中、
興屋番楽講中、提鍋番楽講中の３団体から
のアンケート調査票の回答が得られなかっ
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たので、残りの10団体の状況を報告する。
平成11年度にこれら鳥海地区の伝承を中心
とした調査記録報告書『本海番楽』が刊行
されているが、（２）当時の各講中の伝承演
目が、それから10年あまり経た平成22年現
在それがどのように変化しているかを一覧
表で見ておきたい（表１）。“本海番楽「各
講中の伝承演目一覧」”に、今日時点でな
お演ぜられている演目には○印を付した。
○印でなくなった演目が存在するというこ
とは、その後の状況が悪くなっていること
を示している。この間の10年余りの経緯に
ついて、平成22年８月末の現地調査の折り
に面談した５ヶ所の講中の代表格のひとた
ちの話を整理して紹介したい。大きく次の
三点のことがあった。一つは上百宅講中の
場合に端的に現れていることだが、講中の
肝心の伝承者が旧本荘市など近隣の町場に
移住してしまったために活動休止に追い込
まれた例である。伝承地近辺にかつて存在
していた仕事場（働き場所）が失われてし
まったためである。跡継ぎとなるはずの長
男が本荘の市街地に移住してしまった講中
代表の語り口は重かった。もちろん村を出
て行った長男にも申し訳ないという気持が
あって、以前旧本荘市の文化会館で上百宅
の番楽披露公演をやったことがあるそうだ
が、その後は沙汰止み状態になっていると
いう。二つ目は猿倉番楽講中の元代表で上
演技法に熟知している古老からの話であ
る。若い世代にバトンタッチをしたものの、
歌の掛けかたの間合いが十分に伝授されて
いないために、今日出来なくなっている演
目が増えたという例である。歌掛け役は話
を聞いた当の元講中代表が担当していたも
ので、太鼓のリズムと舞いとのその微妙な
掛け合いが今の世代の者にマスターされて
いないのである。つまり高齢者から若年世
代への交代にともなう衰退である。三つ目

が天池番楽講中の代表格の人の話である。
講中のメンバーの人たちの家の不幸忌服状
態が平成16年から５年間続き、そのために
番楽獅子舞の上演が休止状態となった。と
ころがその後、当該リーダー格の人が中心
となって、これではいけないと一念発起し
て、現在は鋭意それらの復活に努めている
最中であるという例である。高齢化、少子
化にともなう地域の過疎化、世代交代、メ
ンバーの不幸が続いたことなどが要因の状
況悪化の姿であるが、これと同様の伝承者
の境遇の激変による神楽の弱体化は、ひと
り東北地方のみならず全国的に起きている
問題である。次ぎに西の方、九州の神楽の
事例について、たまたま資料が入手できた
ので紹介しておこう。

まず宮崎県の椎葉神楽の場合である。椎
葉村の限界集落化状況について西日本新聞
社が取材していたが、2007年の同新聞の連
載記事を担当した記者が、椎葉村内の栂尾
神楽の集落の状況について次のように記し
ていた。（３）

高齢化率52％、最年少が51歳という栂尾
地区。地元の尾崎郵便局は昨春、集配業務
の廃止に伴い職員が７人から２人に減らさ
れた。……（中略）……

栂尾は1993年に小学校が休校となり、団
員不足の消防団も昨春、近隣の分団に吸収
された。

同記事によれば、半世紀前のピーク時に
は１万人を超えていた椎葉村の人口は今日
では3000人余となり、村全体の高齢化率は
村全体の35，86％に達したとのこと。10 ヶ
所の行政区のうち２ヶ所は高齢化率も50％
を超えており栂尾地区もその一つである。
ところで平成22年に椎葉村教育委員会から
入手出来た、栂尾神楽を含む村内全27 ヶ
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所の椎葉神楽の、ここ５年間の現地での公
開状況一覧表（表２）によると、平成18年、
20年、21年の３カ年間は９ヶ所が中止され
ている。平成19年にはそれが６ヶ所と減っ
たものの、同22年には10 ヶ所とまた増え
ている。この地の神楽は本来夜を徹して行
われて来たものだが、現地で公開されては
いてもそれが白昼の執り行いに変更されて
いる。平成22年にはそれが７ヶ所もあった。
今も旧来通りに夜に執り行っている所が10
ヶ所程度になっているということである。

次ぎに長崎県の五島神楽の場合を見てみ
よう。ここでも島の人口の過疎化は急速に
進んでおり、昭和30年代に15万人だったも
のが現在では７万人を割っているという。
平成22年度の文化庁の調査事業の報告書

『五島神楽＜長崎県＞調査報告書』（４）所載
の吉村政徳氏の一文「五島神楽の伝承」に
五島神楽の衰退ぶりが描かれている。五島
列島には下五島に４系統の神楽、上五島に
２系統の神楽、それに宇久島に２系統の神
楽と伝承をみてきたのだが、いずれも神主
及び社人と称される世襲の神社関係者によ
って神楽が伝承されて来たものである。そ
ういった神楽担当者が地域の人口過疎化の
中で減少の一途をたどってきたのである。

この伝統的世襲社人システムが崩れ出し
現在も進行中で昭和50年以降の減少が著し
い。原因は多岐に亙るが、核家族化が進み
戦後の家族制度の崩壊も一因であり、それ
による都会地への人口流出で過疎化に拍車
がかかった。世襲してきた社人の家も次第
に減少しその歯止めは今もかかっていな
い。（５）

このような専業の楽従事者の減少と軌を
一にするかのように伝承演目も減少して来
たのである。

五島神楽六系統の舞神楽の数を単純に一
つずつ足して合計すれば二百三十番とな
る。これらの舞の中で筆者が平成十一年に
調査したとき舞われなくなっている舞が合
計九十六番あり、実に半数弱の舞が休眠状
態、あるいは減少して復活不可能となって
いることを確認した。（６）

２，対応策
（１）、従来からの文化財保護行政施策
　　　　―五島神楽の場合―
神楽を含む村社会の伝統芸能（民俗芸能）

に対する保存振興策は、第二次大戦後、文
化財保護法（昭和25年公布）にもとづき今
日まで60年余にわたって推進されてきた。
その手法は歴史的芸術的に価値の高い伝承
を重要無形民俗文化財（以前は無形文化財）
として指定し、後継者の養成、用具の補修
新調、記録の作成などの保存事業に対して
財政的支援を講ずるというものであった。
文化庁による国レベルの方策、都道府県や
市町村の地方自治体による方策があって、
また時にこの双方がタイアップしてのやり
方も行われてきた。この種施策のひとつの
例として先述の五島神楽で執り行われてき
たことを見てみたい。地元では一体どのよ
うな問題にぶつかり、それにどう対応して
来たのか、そして今日抱えている問題は何
で、今後それにはどう対応して行くべきも
のなのかについて述べたい。まずこれまで
の行政の対応策であるが、吉村氏の先刻引
用した一文をもとに要約してみよう。昭和
56年に、上五島の伝承のみが既存の上五島
神楽保存会を保護団体として、長崎県の無
形民俗文化財に指定され、その後下五島方
面の分をも含めて、平成14年２月に、宇久
島の分を除く全五島内六系統の神楽の全て
が文化庁から国の記録作成等の措置を講ず
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べき無形民俗文化財に選択され、平成14、
15の両年度に文化庁から財政的な支援を受
けて、「伝承者の養成」「用具の整備」「映
像記録等の作成」が行われた。この間現地
で起こっていた問題は当神楽の担い手であ
った世襲社人システムの崩壊であった。そ
の状況は例えば上五島神楽集団においては

昭和30年代までは他地区と同様、それぞ
れの宮司（当時９人の宮司が居た）に従属
する社人達が数人ずつ居て苦労もなく神楽
が演じられていた。しかしこの頃を境に神
主も社人も減少しだし、地区内の神楽を奉
納する神社は人数不足に陥っていた。（７）

それへの対応策として従来の神主及び社
人の他に一般人の協力者を含めて幅広い層
の人々が参加する○○神楽保存会の結成が
なされた。平成22年12月現在のこういった
新たな伝承組織の現状は、表３の通りであ
る。五島神楽の保存伝承のための従来の対
応策や現地当事者側の組織体制等は上述の
通りであった。先述の平成14、15年度２年
間の文化庁からの財政的支援を受けて、休
眠演目の復活など神楽の再興事業に一定の
成果を挙げたものの、それから７，８年後
の平成22年に下五島の神楽の祭礼時に現地
を訪問して見聞したその状況は、必ずしも
楽観できるようなものではなく、地域住民
の人口過疎化や社人の減少や老齢化による
神楽の衰退がなお継続していることを感じ
た。一つは先述の吉村氏の一文で整理掲載
している表４によると、復活した演目があ
る一方で、逆に新たに既存の演目の幾つか
が休眠入りしていることである。もう一つ
の問題は“合立”という五島神楽特有の概念
の脇役、端役といった登場人物の存在と演
出法が、この７，８年の間に急減している
ことであった。この“合立”は下五島域の神

楽に遺存してきた技法で、平成14年刊の吉
村政徳著の『五島神楽の研究』によれば、
福江五島神楽、岐宿神楽、富江神楽、玉之
浦神楽等に表に見るような合立を含む演目
が行われていたのだが（表５）、平成22年
度の文化庁の調査時にはそれが、９月20日
巌立神社の祭礼時の岐宿神楽においては一
つも上演されず、10月の富江神社例大祭の
時の富江神楽でも一つも行われなかったと
のこと。その原因は社人、実演者のこのと
ころの減少、不足に起因していたようであ
った。この辺の事情について先の吉村氏の
一文では次のように述べている。

とくに下五島の神楽に共通した言句・立
言の省略や合立の軽視傾向が顕著になって
いることである。この立言や言句あるいは
合立等は、他にあまり類例を見ない五島神
楽特有の芸態であることを理解され、でき
る限り軽視しない努力が必要と思われる。（８）

合立役は端役的な存在なので実演者数が
減少してくるとこれを演ずることは二の次
だとの扱いを受けて省略されがちであるが、
かつて折口信夫が指摘していたように、（９）

脇役の発生を考える上で大変貴重な伝承事
例であることに思いを致し、何とかこれを
消滅させないように努めるべきではないか
と筆者は考えるのだが。

（２） 、地域振興の視点からの新たな行政
施策

神楽を含む民俗芸能、村社会の伝統芸能
（文化）が、今日の各地の限界集落化状況
の中でダメージを受けていることに対する
問題意識は、ひとり文化財保護行政の部局
だけではなく国土交通省や農林水産省、あ
るいは総務省など他の行政分野の解決すべ
き課題としても意識され始めている。大野
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晃氏が2007年10月21日付けの朝日新聞朝刊
の記事の中で次のように表現していたが、
このことを予感させるものであった。

限界集落が増えると何が失われるか。一
つは農村の神楽など伝統文化の喪失。

上述の項で言及した番楽（秋田県）や山
伏神楽（岩手県）の伝承地の自治体の中で
そのような行政施策を取り始めている事例
を知ることが出来たので参考までにそれら
がどのように進められているのか、また文
化財保護行政とはやや趣を異にしたやりか
たをとっているがその違いは何かを紹介し
ておきたい。いずれにしてもそれらは始ま
ったばかりのものであり、今後どのような
成果を挙げるのか、または今後にどのよう
な教訓を残してくれるのか注目していきた
いと思う。

まず一つは本海番楽獅子舞の鳥海地区を
一部エリアとして含む広域自治体の秋田県
由利本荘市の取り組みである。それは総理
府主導で平成20年度から始まった“定住自
立圏構想”事業の中で進められているもの
で、医療、福祉、産業振興等々地域住民の
生活万般に関わる施策（定住自立圏共生ビ
ジョン）の中の一つとして、「民俗芸能・
伝統芸能の伝承活動の振興」を平成22年度
から５年事業で展開している。同市教育委
員会事務局で当該事業の実務をとりしきっ
ておられる三浦良隆氏（文化課課長補佐）
からその情報を頂いた。まず神楽を含む民
俗芸能の由利本荘市内における伝承状況の
衰退ぶりを次のようなデータ（表６）とし
て実情把握したことから出発している。そ
れによると神楽を含む131の民俗芸能団体
が第二次大戦後に伝承されていたのだがそ
の内平成５年までに50団体が消滅してい
た。更にその後、平成６年から同21年まで

の近々 15年間に５団体が消滅し、15団体
が活動休止状況に追い込まれているとい
う。近年の衰退ぶりの度合いが大きいこと
が分かる。このことは日本の総人口が平成
17年から30年後には13％、約1708万人が減
少すると予測されているが、このような人
口の減少化と軌を一にしているものであろ
う。こういったデータ把握により危機感を
覚えた同市教育委員会では現存の各民俗芸
能団体に対して事情聴取を行ったが、その
様子について三浦氏は次のようにメールで
教えてくれた。

後継者不足（殆どの団体に30歳未満が居
ない）の現状。後継者不足からくる団体構
成員の減少、芸能の衰退に伴う継承意欲の
低下、生活の合理化と勤務態勢の変化に伴
って地域の協力が得られなくなってきてい
ること（本市は電気部品の会社に勤務する
人が非常に多く、夜勤や交代勤務が伴うた
め、地域の行事に参加出来なくなってい
る）、舞を演じる回数が減少することに伴
う財源不足について語る団体が非常に多か
ったです。「諸道具が使えるうちは舞うが、
諸道具が壊れたら我々も高齢だし、後継者
もいないし、保存団体を解体するのも時代
の流れでしょうがないと思っている」との
声を伺ったときは、非常にショックでした。

保存団体が今日の衰退状況に対してもが
いているその姿を実にリアルに伝えてくれ
たものだと思う。他方伝承がうまくいって
いる団体も存在していることも確かで、そ
ういった全体的な状況を踏まえて市当局と
して為すべき施策として具体的なプロジェ
クトを打ち出している。その多くは後継者
養成、用具の補修新調など従来の文化財保
護行政サイドが行ってきた方法と重なって
いるが、支援対象の伝承団体として無形民
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俗文化財としての指定の有無を問わないこ
と、財政的な支援が補助事業ではなくて交
付金制度であること、またより住民の立場
に立った方法を模索していることなどに従
来との違いが感じられるが、当プロジェク
トの何よりもの利点は民俗芸能への保存施
策に対する市役所の財政部門からの支援が
得られ易くなっている点にあろう。三浦氏
たちが伝承団体の事情聴取の過程で気付い
た事を述べているが、今日民俗芸能が衰退
状況のなかでもがいているその実態が行政
当局によって把握されたことが何よりもの
収穫ではなかったかと思う。例えば幸い今
年度の交付金支援対象の団体として採択さ
れた富岡獅子舞保存会（富岡権現講）から
行政当局に寄せられた意見書は次のような
ものであったという。同保存会会員は現在
高齢者ばかりとなり５年先には限界を迎
え、10年後まで続けられる見込みがない。
そこで、新たに後継者を育てることを模索
しているが、その者の衣裳は保存会に財政
的余裕がなくその人自身で調達してもらわ
なくてはならない。町内会の会費からの助
成を要請したが獅子舞は好きな人たちが勝
手にやっていると思われて取り合ってもら
えなかったという。芸能の徒がこのように
公的な枠組みから排除されがちであること
をよく物語っている。こういった周囲の住
民の見方も民俗芸能観衰退の一つの隘路と
なっていることの指摘である。事柄は小さ
なことだがそれが衰退廃絶へと火に油を注
ぐということもあり得るのである。こうい
った微妙な点にまで理解を及ぼすことは行
政当局には求められる心遣いなのかと思
う。

次ぎにもう一つ、地域振興方策を通じて
村社会の伝統芸能（民俗芸能）の保存振興
に貢献している事例を紹介してみよう。そ
れは岩手県花巻市が大石満雄市長の発案の

下で平成19年度から取り組んできた“小さ
な市役所構想”のプロジェクトである。同
市教育委員会の中村良幸文化財課長からの
情報によると、平成19、20、21の３年度の
間に当事業の交付金（単年度２億円）の一
部として支出された民俗芸能の保存振興に
関わる金額は合計17,901,647円であったと
のこと。単年度平均600万円近くである。
この構想は平成18年１月に花巻市及び大迫
町、石鳥谷町、東和町の広域合併をして新
しい花巻市として出発した折りに就任した
大石市長が、合併後の各地域の住民の自主
的な行政を展開するべく始めたものであ
る。市内に26の小さな市役所（振興センタ
ー）を設けたが、それは明治に策定された
小学校区に依拠したものであり、そこへ年
間２億円の交付金が世帯数割りなどに応じ
て金額が配分され、それぞれの小さな市役
所に設置されている「コミュニティー会議」
が地域のニーズに合わせて必要な事業にそ
れを使った。その内容は例えば、カーブミ
ラーの設置、防犯灯の設置、地区内の環境
美化、道路の簡易補修など地域行政の万般
にわたるものである。その中に先に述べた
金額が民俗芸能の保存振興に用いられたの
である。具体的にはこの３年間に26の小さ
な市役所のうち19 ヶ所で民俗芸能の事業
が実施され、用具の補修や伝承活動事業、
記録作成事業等従来の文化財保護行政の内
容に重なるものが多かった。もっとも郷土
芸能発表会などの地域主催の公開事業経費
や他地域から呼ばれて公演に出かけるとき
の諸費用にも充当されたりなど新たな使い
道もあった。中村課長からの提供のあった
民俗芸能団体のデータによると従来127団
体存在していたものが平成22年現在でその
内39件が休止廃絶状態にあることが判明し
ている。その休止状態にある団体の中で５
団体が当該交付金を用いて復活再生の試み
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がなされているとのことである。このこと
は地域住民が自主的に衰退状況にある民俗
芸能を復興しようとの機運が高まっている
ことが察せられる。当該事業もまた今後の
成り行きが大いに注目される。

（３）、新たな動向
衰退して行く神楽に対して如何なる処方

箋があるのか、即座に名案が浮かんで来な
いというのが正直なところであろう。現地
の神楽伝承の指導的な立場の人々や、それ
に学者研究者、あるいは行政関係者などの
間で今日あらたに話題とされつつあること
について、耳に入ってきていることを整理
して、今後を考える意味でそれをここに紹
介しておこう。

平成23年４月29日宮崎県の椎葉村で、椎
葉神楽の重要無形民俗文化財指定二十周年
の記念行事が行われ、そこで、目下地域の
急激な人口過疎の中で衰退の危機に直面し
ている神楽に対し、如何なる対応策が講ぜ
られるべきかについてのシンポジュウムが
開かれた。その席上渡辺伸夫昭和女子大学
教授の発言に私は耳をそばだてた。上記に
引用した表２の椎葉神楽の資料が示してい
るように、今日まで27 ヶ所で執り行われ
ていた神楽のうち10 ヶ所ほど、約三分の
一の伝承が中止となっている。渡辺氏はこ
ういった状況を踏まえてのことと思うが、
今後は、いくつかの中心的な神楽に数が絞
られて行くことが考えられると述べた。さ
らに、向山地区内の複数集落の神楽間には
従来から交流があったように、これからは
他地区においてもそのような近隣集落神楽
間の交流協力関係がなされてしかるべきで
あろうと付け加えていた。このことは栂尾
神楽の文献史料に、昔、今の南郷村内にあ
たる某集落から師匠を呼んで稽古したとい
う記載のあることでもあり、理にかなって

いないわけではなかろうとも述べていた。
このような近隣神楽同志の統合化の模索

（可能性）については、数年前愛知県北設
楽郡東栄町の下粟代の花祭り太夫の一野瀬
氏がそれらしいことをつぶやいていたこと
を覚えている。それは、江戸幕末に絶えた、
複数集落の花祭りが７年おきとかに一堂に
会して執行されていた大御神楽のかたちに
立ちかえるが、あるいは今起こるかもしれ
ないなあというものだった。さらに昨年文
化庁主催で開催された文化財保護行政関係
のとある研究集会の折り、岐阜県高山市の
担当官のつぎのような発言を耳にした。高
山市内に10ヶ所ほどの限界集落があるが、
最近それら集落同志の間で合併する所が現
れており、祭りの執行などに協力しあって
いるとのこと。ところで、一般的には異な
る集落間の伝統的伝承の合同はそう簡単に
運ぶわけではないように思われる。ちなみ
に、今年愛知県北設楽郡東栄町の新町長に
当選した、御園花祭りの助太夫の尾林克時
氏が新聞取材の談話の中でそれに触れるこ
とを次のように述べていた。

舞いは地区によって太鼓も笛も違うの
で、ピンチヒッターで他地区に加勢するの
は大変難しい。はっきり言って、私は御園
以外の花祭は舞えない。囃す程度で舞いに
はならない。

少子高齢化で、存続そのものがピンチに
立っている。だが関係者の誇りは高く、み
っともない形で存続するならば、やめた方
がいいと主張する。（10）

ところで、極度に過疎化した集落で、お
年寄りなど少数の住民たちが序々に下火に
なって行く民俗芸能に関して、目下全国的
に採用しつつある対応策は、盆、正月ほか
に里帰りして来る集落出身の血縁者とか地
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縁者（他出者）の応分の協力を仰いで難局
をしのぐという方法である。このことを椎
葉村の栂尾の神楽のデーター（表７）が物
語っていることでみてみたい。まず、人口
の推移を「栂尾地区年別人口推移表」でみ
ると、昭和45年に69世帯269人居住してい
たのが、その後減少の一途をたどり、平成
23年現在はわずか20世帯40人となってしま
った。そういう中での神楽の舞い手（祝子）
の状況を「年別祝子推移表」でみると、昭
和63年にはじめて栂尾地区以外の者１名が
現れて、その後地区以外のメンバーの人数
が増えて行き、それから10年後の平成10年
に双方の人数が逆転し、地元の者14名に対
して地区外の者が15名となった。そして平
成22年には、「栂尾神楽保存会　23名」（同
保存会会員の全てが祝子）が示しているよ
うに、地元９名に対して地区外14名とまさ
に多くを地区外の者に頼る状況となってい
る。ともあれこのように地区外の者の絶大
なる協力のもとで神楽の持続がはかられて
いるのには、栂尾の人たちの格別の努力工
夫が積み重ねられて来たからである。この
ことに関し、文化人類学研究者の九州歯科
大学非常勤講師の徳安祐子女史は、「栂尾
地区では、地区内のみならず、地区外に暮
らす地区の出身者、地区と縁のある人との
つながりを大切にする取り組みがおこなわ
れている。栂尾における地域おこしの取り
組みは、神楽の新しい形での伝承の成功に
も重要な役割を果たしている」と評価し、
具体的には平成６年に発刊された栂尾集落
の情報誌（タウン誌）「ルネッサンス103」
の影響が大きかったと述べた。（11）

ここで思い合わされるのは、近年来の民
俗芸能研究において、従来はその歴史とか
芸態を考察する人が多かったのに対し、こ
のところは、その伝承を論ずる研究者が
徐々に増えてきているように思われる点で

ある。このことはひとつには民俗芸能の衰
退状況が反映しているようにも思われる。
しかも、この伝承論に取り組む研究者は従
来の民俗芸能研究者ではない別の分野の人
たちである。たとえば上述の徳安女史がそ
のひとりであるが、『民俗芸能の伝承活動
と地域生活』（2006年農山漁村文化協会）
の著者渋谷美紀女史は東北農業試験所の研
究者である。平成23年３月26日開催の民俗
芸能学会主催の研究会で、「過疎地域にお
ける伝統行事の担い手としての他出者」と
いう論文の発表者も農学部の大学院生であ
った。さらに世襲の別当と能衆だけで伝承
されて来た希有の民俗芸能「西浦の田楽（静
岡県）」を研究対象として、論文「民俗芸
能伝承における身体資源の再配分」（12）を
発表した菅原和孝氏ほかは文化人類学者で
ある。こういった傾向は、今、村（集落）
社会そのもの存続が問われる時代に至って
いるからだと思われるが、民俗芸能の存在
意義を村（集落）社会の暮らしの中の役割
から確認しようとするものでもあり、もと
より重要な視点であったのだ。

注
（１）『伝統文化』№36（2010年、公益財団法人伝

統文化国民活性化協会発行）
（２）『本海番楽』（2000年、鳥海町教育委員会発行）
（３）『地域政策』№２７（2008年、公人の会発行）
（４）『五島神楽＜長崎県＞調査報告書（2011年、

文化庁文化財部伝統文化課発行）
（５）同上
（６）同上
（７）同上
（８）同上
（９）「能楽における「わき」の意義」（『折口信夫

全集　第三巻』1966年、中央公論社発行）所載
（10）「東日新聞」2011年５月３日号
（11）平成23年４月29日椎葉神楽国指定20周年記念

事業「椎葉の民俗芸能　その伝承を問う」（椎
葉村開発センター）

（12）『文化人類学』第70巻　第２号（2005年、日
本文化人類学会）
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栂尾地区年別人口推移表

年 世帯 人員
昭和45 69 269

50 62 205
55 54 162
60 52 147

平成元 57 136
5 38 101
7 37 93
8 37 92
9 37 88

10 36 81
11 37 79
12 35 74
13 32 67
14 34 73
15 30 64
16 29 62
17 28 60
18 27 54
19 27 48
20 25 43
21 23 41
22 22 41
23 20 40

年別祝子推移表
年 地元 地区外

昭和61 17
62 17
63 18 1

平成元 15 3
2 16 4
3 14 5
4 14 5
5 13 10
6 14 14
7 14 14
8 14 14
9 14 13

10 14 15
11 14 16
12 11 17
13 10 17
14 10 17
15 10 16
17 11 16
18 11 16
19 11 14
20 9 14
21 9 14
22 9 14

表７

栂尾神楽保存会　23名
70代：3名 最高齢 75歳
60代：6名 最年少 32歳
50代：6名 平均年齢 54歳
40代：4名 地元 9名
30代：4名 地区外 14名

実家あり8名
実家なし5名
その他　1名
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